
ボランティアの輪を広げよう

TEL：027-237-1112　FAX：027-219-0337

第158号
社会福祉法人　前橋市社会福祉協議会
前橋市日吉町二丁目 17-10
前橋市総合福祉会館 3 階

令和５年６月１日

SNS始めました！

ホームページ Instagram Facebook

申込：
ボランティアセンター

☎ 027-232-3848
または二次元コードから

ボランティア ビギナーズ スクール開催中！ボランティア ビギナーズ スクール開催中！
　ボランティアセンターでは、ボランティア活動の楽しみ方やはじめ方と
町社協の活動を簡単に学べる講座を定期的に開催します。

日　程／毎月第四土曜日
　　　　10時から11時30分まで（予定）
会　場／前橋市総合福祉会館(日吉町2-17-10)
対　象／前橋市民の方(高校生以上)
　　　　※�「介護予防活動ポイント制度の説明」に

ついては、40歳以上の方のみを対象と
させていただきます。

費　用／無料
定　員／ 10人程度

ボランティアとしての介助方法を学びました

　４月22日（土）のスクールには16人が参加しました。「とても参考になった」「もう少し学んでみたくなった」
「さっそく地域の活動に生かしたい」という声が聞かれ、興味がわいた方もいらっしゃったようです。
　40歳以上の方には介護予防活動ポイント制度の説明もあります。はじめての方も、もう一度学びたい方も、
ぜひご参加ください。
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　市社協は複雑化・多様化する地域の課題に対応するため、前橋市内の各地区社会福祉協議会や社会福祉法人、関
係機関と連携・協働し、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進していきます。

前橋市社協の予算・決算

主な事業名 令和４年度決算額 令和５年度予算額
総務課 285,266,666 284,460,000
前橋本所（地区社協助成 等） 139,423,528 123,311,000
収益事業（弁当飲料等取次手数料、自動販売機設置手数料収入 等） 10,776,979 11,038,000
総合福祉会館管理運営事業 132,281,890 145,350,000
その他（令和４年度１事業、令和５年度２事業） 2,784,269 4,761,000
地域福祉課 541,116,043 373,439,000
ふれあい・いきいきサロン推進事業（令和４年度をもって事業廃止） 7,138,478 0
生活支援体制整備事業 42,402,139 61,961,000
善意銀行事業（安心カード、心配ごと相談所 等） 3,108,382 830,000
共同募金配分事業（サロン助成 等） 24,142,286 64,590,000
生活支援事業（令和５年度より生活支援課へ移管） 52,352,868 0
生活自立貸付等相談事業（令和５年度より生活支援課へ移管） 65,539,346 0
支所事業（大胡・宮城・粕川・富士見） 76,690,992 65,655,000
放課後児童健全育成事業 144,993,076 134,978,000
地域包括支援センター事業（令和５年度より生活支援課へ移管） 60,153,859 0
生活困窮者自立支援事業（令和５年度より生活支援課へ移管） 38,660,900 0
その他（令和４年度３事業、令和５年度３事業） 25,933,717 45,425,000
ボランティアセンター（令和５年度より生活支援課へ移管） 87,273,302 0
ボランティア総合支援事業 31,313,289 0
共同募金配分事業（災害等準備事業 等） 2,254,163 0
善意銀行事業（子どもの居場所支援事業、おもちゃの図書館事業 等） 39,588,462 0
意思疎通支援事業 11,522,599 0
介護予防ポイント活動事業 2,594,789 0
生活支援課（令和５年度より新設） 0 291,006,000
ボランティア総合支援事業 0 31,975,000
共同募金配分事業（災害等準備事業 等） 0 2,000,000
善意銀行事業（おもちゃの図書館事業、生活困窮者等就活サポート事業 等） 0 33,127,000
意思疎通支援事業 0 13,241,000
介護予防ポイント活動事業 0 2,970,000
生活支援事業 0 55,158,000
地域包括支援センター事業 0 60,864,000
生活自立貸付等相談事業 0 49,621,000
生活困窮者自立支援事業 0 42,050,000
介護事業課 364,507,599 285,081,000
居宅介護支援事業 60,600,010 50,275,000
訪問介護事業 212,722,049 189,766,000
通所介護事業 91,185,540 45,040,000
高齢福祉課 297,666,731 309,376,000
老人福祉センター管理運営事業 247,139,694 255,264,000
シルバーハウジング事業 16,084,654 16,838,000
みやぎふれあいの郷管理運営事業 34,442,383 37,274,000
障害福祉課 266,577,068 308,590,000
福祉作業所管理運営事業 216,929,371 244,981,000
心身障害者デイサービスセンター運営事業 49,647,697 63,609,000
総合計 1,842,407,409 1,851,952,000

単位：円

皆さまからの会費は貴重な財源です。
～令和４年度のご協力、ありがとうございました。令和５年度もご協力をお願いいたします～

いただいた会費は、市社協と皆さんが共に地域福祉活動を推進するために活用しています。
※地区社会福祉協議会への助成、ボランティアの育成、福祉車両貸出など

会費の種類／令和４年度会費実績
一般会費 賛助会費 特別会費

市内全世帯（生活保護世帯を除く）を
対象にご協力いただき、社協会員とな
っていただいています。
一世帯当たり年額 50 円です。

本会の活動目的や事業の趣旨に賛同い
ただける自治会、地区社会福祉協議会、
企業、個人等、多くの方々にご協力い
ただいています。
一口 1,000 円です。

社会福祉団体や関係機関、福祉施設を
対象にご協力いただいています。
年額 1,000 円です。

６，４１８，２５０円 ２，２１１，０００円 ２００，０００円
詳細についてはホームページをご覧ください http://www.mae-shakyo.or.jp
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職種 資格等 時給・休日 手当 提出書類・試験等 勤務地 人員 受付

非常勤
ホームヘルパー

※短時間就労も
可能です。

ヘルパー２級、
初任者研修
以上（※）

生活・家事援助
1,015円～ 1,195円

身体介護
1,195円～ 1,375円
法定休日+応相談

訪問：75円/１ケース
処遇改善金：時給

に100円加算
移動：29円/1㎞
燃料：16円/1㎞
時間外手当　他

履歴書
資格証の写し
書類提出後

面接試験を実施
30時間

（社会保険）
20時間

（就労条件により社会
保険または雇用保険）

16時間
（扶養の範囲内）

市内
(主担当地域は

応相談)
若干名 随時募集

非常勤介護職員募集情報 問い合わせ：介護事業課　☎ 027-237-1113

介護福祉士、初任者研修の資格取得を応援します。
（※）無資格者や初任者研修受講中で関心のある方は、ご相談ください。初任者研修の受講料を補助します。
また就業中の職員を対象に、介護福祉士資格取得の補助金交付制度もあります。

　認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下すると、生活に必要な選択をしたり、手続きをしたりす
ることが難しくなってきます。
　成年後見制度は、あくまでも本人のための制度です。成年後見人は、本人が不利益を受けず、自分らしく生
活が送れるよう、財産管理や身の回りの法的な支援を行います。
　成年後見人の具体的な業務は、次のようになります。

①　財産管理
　　預貯金や年金の管理、生活費各種の支払い
　　不動産の管理、保険料や税金等の支払い・手続き
　　生命保険や相続の手続き　　　　　　　　　　　　など
②　身上保護（身の回りの法的な支援）
　　入院、入所の契約、支払い、定期的な訪問
　　福祉サービス利用に必要な手続き
　　福祉サービス利用計画の確認、施設との話し合い　　など

【問い合わせ】　あんしんサポートまえばし（生活支援係内）　☎027-237-1261

成年後見人はどんなことができるの？成年後見人はどんなことができるの？
成年後見成年後見

町社協町社協
　「岩神町二丁目町社協」は、令和３年から通　「岩神町二丁目町社協」は、令和３年から通
常の「高齢者ふれあい・いきいきサロン」とは常の「高齢者ふれあい・いきいきサロン」とは
別に、月１回の「ピンシャン！元気体操の日」別に、月１回の「ピンシャン！元気体操の日」
に取り組んでいます。コロナ禍にサロンを開に取り組んでいます。コロナ禍にサロンを開
催できなかったことを課題に思ったサロンの催できなかったことを課題に思ったサロンの
担い手が「外で活動できる季節・天候のときに担い手が「外で活動できる季節・天候のときに
は、公民館の外で体操をするのがいいかも…」は、公民館の外で体操をするのがいいかも…」
と思い、この活動をはじめました。４月の活と思い、この活動をはじめました。４月の活
動は黄砂が酷かったため屋内での体操になっ動は黄砂が酷かったため屋内での体操になっ
てしまいましたが、多くの方が介護予防のたてしまいましたが、多くの方が介護予防のた
めに参加されていました。担い手の皆さんは、めに参加されていました。担い手の皆さんは、
今後も町社協として＂ふたつの通いの場＂に取今後も町社協として＂ふたつの通いの場＂に取
り組み、地域の介護予防と交流の促進を目指り組み、地域の介護予防と交流の促進を目指
しています。しています。

地域福祉係　☎027-237-1142
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■心配ごと相談所　　　　　 ☎ 027-237-5006
相談内容：日常生活上のあらゆる心配ごと
開設日時：月曜日～金曜日（祝日は除く）13 時～ 16 時
場　　所：前橋市総合福祉会館３階
相 談 員：各分野の学識経験者等
相談方法：電話相談または面接相談
※�前橋市社協大胡支所、 老人福祉センターでの開設はお問

い合わせください。

■成年後見専門相談　　　　☎ 027-237-1261
相談内容：高齢者・ 障がい者の成年後見制度利用や、
　　　　　今後の生活等について
開設日時：月３回　10 時～ 12 時
　　　　　（開催日はご確認ください）
場　　所：前橋市総合福祉会館３階
相 談 員：弁護士・司法書士・社会福祉士
※詳しくは生活支援係まで

無料相談所のご案内ありがとうございます

あたたかいこころ

前橋市社会福祉協議会
日吉町 2-17-10　前橋市総合福祉会館 3 階
☎ 027-237-1112  FAX 027-219-0337
https://www.mae-shakyo.or.jp

前橋市社会福祉協議会 大胡支所
☎ 027-283-2001  FAX 027-283-2448
前橋市社会福祉協議会 宮城支所
☎ 027-280-2230  FAX 027-280-2238
前橋市社会福祉協議会 粕川支所
☎ 027-285-3801  FAX 027-285-3817
前橋市社会福祉協議会 富士見支所
☎ 027-288-6113  FAX 027-288-6893

困

った
ときは

いつでも
お気軽に
どうぞ

ありがとうございました。
令和５年２月１日から令和５年３月31日までを掲載します。

（敬称略･順不同）

■金銭の部　　　　　　　　　　　　　　      合計506,337円
氏名･団体名（敬称略･順不同）　　　　　　　　　　　金  額（円）
共愛学園前橋国際大学 学生・教職員によるクリスマス献金… 8,000
金光教前橋教会やつなみボランティア……………………… 10,000
株式会社ベルク前橋大島店お客様一同……………………… 35,036
株式会社ベルク前橋北代田店お客様一同……………………… 37,731
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
　 MS＆ADゆにぞんスマイルクラブ……………………… 100,000
関東西濃運輸労働組合 前橋支部… ………………………… 200,000
関東西濃運輸労働組合 工務分会… …………………………… 50,000
前橋熊野神社…………………………………………………… 35,570
タイムの会……………………………………………………… 30,000

■物品の部
氏名･団体名（敬称略･順不同） 寄付物品    
明治安田生命前橋営業所 未来との世代キズナチーム（地域貢献）
　……………………… タオル71枚、不織布マスク120枚、消毒2本
匿名………………… 洗濯洗剤10個、ランドリーキッチンセット2箱
共愛学園賛助会…………………………………………… タオル762枚
日本精工福祉基金前橋支部・総社支部………………… ハイゼット1台
大谷 吉伸… …………………………………………… 切りバラ約900本
次の方から合計117.20kgのプルタブ・アルミ缶をいただきました。
中央公民館ご利用のみなさま／金光教前橋教会やつなみボランティ
ア／公明党 前橋第4支部／有賀 正樹／前橋市上泉町長寿会／石原 
経男／前橋市立東小学校
令和４年４月１日から令和５年３月31日までの寄付合計
一般寄付金…………………………………………………… 1,438,242円
指定寄付金…………………………………………………… 1,744,571円
プルタブ・アルミ缶合計………………………………………… 363.6kg
アルミ缶は必ず洗ってからご寄付いただきますようお願い致します。
オムツは袋の空いたものはお受けできません。
衣服の取り扱いはしておりません。

日本精工福祉基金
前橋支部・総社支部 様

関東西濃運輸労働組合 前橋支部 様
関東西濃運輸労働組合 工務分会 様

共愛学園賛助会 様

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
MS ＆ AD ゆにぞんスマイルクラブ 様 ～令和６年度事業分～

赤い羽根共同募金の
配分申請受付のお知らせ

　赤い羽根共同募金は、市民
のみなさまの貴重な浄財が
財源です。
　この財源をもとに、誰もが
安心して暮らせるまちづく
りのため、地域福祉の問題解
決に向けた住民参加・協働
による事業に取り組んでい
る法人・団体の活動を支援
しています。
　募金の配分を希望する法人・団体は、令和５年６月30
日㈮までに、所定の申請書を前橋市社協のホームページ
からダウンロードし、下記窓口へご提出ください。
　また、申請のご相談も随時受け付けていますので、お
気軽にご相談ください。

(第２回の受付は10月２日からを予定しています)

【配分対象法人・団体】
　特定非営利活動法人、一般社団法人、任意団体（法人格
こそないが、法人同様に規約・役員体制・運営組織等が
整備され、独立して主体的な運営がなされている団体）、
その他本会が必要と認める法人・団体。ただし、前橋市
内に活動拠点を有し、主に前橋市内で活動するもの。

【配分上限額】
　事業経費配分　�50万円
　　　　　　　　（対象経費の75％以下、千円未満切捨）
　運営費配分　　５万円（千円単位）

問い合わせ　前橋市共同募金委員会事務局
　　　　　　（前橋市社協ボランティアセンター内）
　　　　　　☎０２７－２３２－３８４８


